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令和３年９月定例会会議録  

 

 令和３年豊郷町議会９月定例会は、令和３年９月６日豊郷町役場内に招集された。  

 

 １、当日の出席議員は次のとおり  

             １ 番    日比野 雄 二  

             ２ 番    辻 本   勇  

             ３ 番    中 島 政 幸  

             ４ 番    村 岸 善 一  

             ５ 番    前 田 広 幸  

             ６ 番    高 橋 直 子  

             ７ 番    西 澤 博 一  

             ８ 番    鈴 木 勉 市  

             ９ 番    西 澤 清 正  

            １０ 番    今 村 恵美子  

            １１ 番    河 合   勇  

 

 ２、当日の欠席議員は次のとおり  

               な     し  

 

 ３、地方自治法第１２１条の規定に基づき提案理由の説明のために出席を求めたる者は

次のとおり  

        町 長    伊 藤 定 勉  

        教 育 長    堤   清 司  

        総 務 課 長    山 田 裕 樹  

        企 画 振 興 課 長    清 水 純一郎  

        税 務 課 長    山 口 昌 和  

        保 健 福 祉 課 長    森   ちあき  

        医 療 保 険 課 長    西 山 喜代史  

        住 民 生 活 課 長    長谷川 勝 就  

        会 計 管 理 者    小 西 直 美  

        人 権 政 策 課 長    西 山 逸 範  

        地 域 整 備 課 長    岡 村 浩 孝  

        産 業 振 興 課 長    山 田 篤 史  
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        上 下 水 道 課 長    森 本 智 宏  

        教 育 次 長    馬 場 貞 子  

 

 ４、当日の会議に職務のため出席した者は次のとおり  

        議 会 事 務 局 長    神 辺   功  

        書 記    田 中 宏 樹  

 

 ５、提案された議案は次のとおり  

    議第３８号  令和２年度財政健全化判断比率について 

    議第３９号  令和２年度公営企業会計に係る資金不足比率について 

    議第４０号  豊郷町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  

    議第４１号  豊郷町職員懲戒審査委員の任命につき同意を求めることについて 

    議第４２号  豊郷町職員懲戒審査委員の任命につき同意を求めることについて 

    議第４３号  豊郷町職員懲戒審査委員の任命につき同意を求めることについて 

    議第４４号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

    議第４６号  豊郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例案 

    議第４７号  令和３年度豊郷町一般会計補正予算（第２号） 

    議第４８号  令和３年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）  

    議第４９号  令和３年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

    議第５０号  令和３年度豊郷町水道事業会計補正予算（第１号） 

    議第５１号  令和３年度豊郷町下水道事業会計補正予算（第１号） 

    議第５２号  令和２年度豊郷町一般会計歳入歳出決算認定について 

    議第５３号  令和２年度豊郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

    議第５４号  令和２年度豊郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

    議第５５号  令和２年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

    議第５６号  令和２年度豊郷町水道事業会計決算認定について  

    議第５７号  令和２年度豊郷町下水道事業会計決算認定について 

    意見書第１号  コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め

る意見書案 
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河合議長  皆さん、おはようございます。これより令和３年９月、第３回豊郷町議会定

例会を開会いたします。  

 ただいまの出席議員は１１名で、会議開会定足数に達しております。よって

第３回定例会は成立いたしました。  

 本日の会議を開きます。  

 （午前９時４４分） 

 最初に留意事項をご説明いたします。会議規則に基づき、規則を遵守願いま

す。お手元の携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードに切り替えてい

ただきますようお願いいたします。また、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、そ

の他議事の妨害となる言動をお慎みください。また、採決の際はみだりに離席

をしないようお願いいたします。そうした中でも、特にお願いしておきたいこ

とは、発言は全て簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を超

えた発言はされませんようお願いいたします。会議規則の規定を尊重し、円滑

なる議会の運営にご協力のほどお願いいたします。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、６番、高橋直子君、７

番、西澤博一君を指名いたします。  

 日程第２、会期決定の件を議題といたします。  

 お諮りいたします。  

 今期定例会の会期は、本日から９月２８日までの２３日間としたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。  

議  員  異議なし。  

河合議長  ご異議なしと認めます。よって、会期は本日より２８日までの２３日間と決

しました。  

 日程第３、諸般の報告を行います。監査委員から地方自治法の規定により、

令和３年５月分から７月分の現金出納検査結果ならびに定期監査報告が議会に

提出されていますから、ご了承願います。  

 次に、地方自治法の規定により、本定例会の説明員として、お手元に配付の

文書のとおり、あらかじめ出席を求めておきましたのでご了承願います。  

 日程第４、諸般の報告として、議長公務、一部事務組合議会報告を行います。

議長公務としての報告事項ならびに一部事務組合議会の結果報告が提出されて

います。お手元に配付しているとおりでございます。ご了承願います。  

 日程第５、諸般の報告として、委員会報告を行います。高橋議会広報常任委

員会委員長、報告を願います。高橋議員。  
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高橋議会広報 

常任委員長  おはようございます。広報常任委員会委員長より委員会報告をさせていただ

きます。  

 議会広報常任委員会報告をいたします。  

 議会広報常任委員会では、６月１８日に議会だより第８６号の発行に向けて

最初の委員会を開き、編集、発行のスケジュールや掲載記事の骨子とすること

がらや紙面構成などについて協議を行うとともに、ページの配分や「頑張って

ます」で取り上げる題材などについて、検討を行いました。  

 ６月２９日に第２回の委員会を開催し、６月議会での予算決算、総務、文教

の各委員会記事の掲載の仕方、表紙写真の題材、ＧＩＧＡスクールの継続取材

などについて協議を行うとともに、第８６号の追跡では、子どもたちの交通安

全対策をテーマに進めることを決定していきました。  

 ７月６日に第３回の委員会を開催し、１次構成の段階として届いた資料をも

とに、紙面のレイアウトや記事の表現、各コーナーで工夫できる部分はどうか

などを検討協議し、紙面の内容を整理するとともに、ページ配分などについて

も確定をさせていきました。  

 第４回の委員会は、７月２０日に開催して、前回の委員会で修正など指示を

した内容がイメージどおりに紙面に反映されているかなどの点検作業を行いな

がら、文言整理や紙面レイアウトについても最終校正を加えるなどして、発行

に向けての作業を行いました。  

 その後、７月２８日に正副委員長で構成指示をした内容が反映されているか

の最終確認を行い、議会だより第８６号を発行いたしました。議会だより発行

に当たって、多くの皆様にご協力賜りましたこと心から御礼申し上げます。誠

にありがとうございました。  

 また、６月定例会での委員会報告でも触れさせていただきましたが、議会だ

よりをより町民の皆さんに親しんで読んでもらえる紙面にするために、皆さん

の思いを聞かせてもらう必要があるということから、町民の皆さんにアンケー

トを実施することとし、取り組みを進めてまいりました。  

 ５月１８日の会議以降、実施方法や質問の項目、実施の時期、そして集計の

仕方や集計結果の公表、方法などについて４回の会議を開き、協議を重ねなが

ら取り組みを進めました。その結果、７月９日に各字区長様などのご協力のも

とに、全世帯を対象にしてアンケートの発送をいたしました。アンケートの送

付数は２ ,１５６通で、回答をいただいたのは１３３通、回収率は６ .１６％で

した。回収したアンケートについては、８月２５日に開催をしました委員会に
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おきまして集計結果の整理作業を行ったところです。  

 今回のアンケートでは、実に様々なご意見が寄せられましたが、おおむね男

女別、年代別にそれぞれどのような傾向が見られるかなど、一定、様子をつか

むことができたように思います。  

 今後は、今回のアンケート結果を次回の議会だより第８７号に紹介をさせて

もらうとともに、今後の議会だよりに少しでも反映できるよう努め、町民の皆

様にフィードバックしていきたいと考えております。ご協力をいただきました

皆様、誠にありがとうございました。  

 以上、議会広報常任委員会からの報告を終わります。  

河合議長  ご苦労さまでした。これで諸般の報告を終わります。  

 日程第６、議第３８号令和２年度財政健全化判断比率について、及び日程第７、

議第３９号令和２年度公営企業会計に係る資金不足比率についてを一括して、

町長より報告を求めます。  

伊藤町長  はい、議長。  

河合議長  町長。  

伊藤町長  改めまして、おはようございます。本日、令和３年第３回豊郷町議会定例会

を招集いたしましたところ、議員の皆様には公私何かとご多用の中ご参集を賜

り、心より厚く御礼を申し上げます。また、皆さん方には平素より、本町の行

政運営に対しまして格別のご高配を賜っておりますことに、重ねて厚く御礼申

し上げます。  

 さて、まず先にお詫びを申し上げます。  

 議第４５号契約の締結につき議決を求めることについては、先ほどの全員協

議会で説明させていただいたとおり、議案を撤回させていただきます。ご迷惑

をかけますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 それでは、今期定例会には、令和２年度豊郷町一般会計及び各特別会計、各

企業会計の歳入歳出決算認定案件６件、令和３年度豊郷町一般会計補正予算な

らびに各特別会計、各企業会計の補正予算案件５件、報告案件２件、同意案件４

件、条例改正１件、その他１件、計１９件の議案を提案させていただいており

ます。  

 それでは、議第３８号令和２年度財政健全化判断比率について、及び議第３９

号令和２年度公営企業会計に係る資金不足比率についてを、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項及び同第２２条第１項の規定により、議

会に報告をするものであります。  

 議第３８号財政健全化判断比率のうち実質赤字比率については、一般会計等
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の赤字があるかどうかを示すものであり、本町においては一般会計のみが対象

会計となります。実質赤字額とは当該年度の歳入を歳出が上回る場合に生じる

もので、令和２年度決算は実質赤字額は生じないため数値が表れていません。  

 連結実質赤字比率については、一般会計及び公営企業会計を除く全ての特別

会計を対象とした実質赤字額と公営企業会計の資金不足額を加えた額を標準財

政規模で除したものであります。令和２年度決算は赤字額及び資金不足が生じ

ないため、数値が表れていません。  

 実質交際費率については、平成１９年度決算から公用しており、平成３０年

度は０ .３％、令和元年度は１ .２％、令和２年度は１ .５％であります。この比

率は単年度だけではなく、それぞれ数値の３か年平均であります。  

 将来負担比率とは一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の額を標準財政

規模で除した比率で、本町においては充当可能基金特定財源見込額地方債現在

高等に係る基準財政事業額、歳入見込額の合計が将来負担額を上回っているた

め、数値が表れていません。  

 次に、議第３９号公営企業会計に係る資金不足比率については、公営企業ご

との資金の不足額が事業の規模に対してどの程度存在するかを示すもので、資

金不足額を事業規模で除したものであります。水道事業及び下水道事業会計に

ついては資金不足が生じないため、数値が表れていません。  

 以上、報告いたします。  

河合議長  これで報告は終わりました。  

 日程第８、議第４０号豊郷町教育委員会委員の任命につき同意を求める事項

を議題といたします。  

 町長、提案理由に必要な説明を求めます。  

 町長。  

伊藤町長  議第４０号豊郷町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、

ご説明申し上げます。  

 豊郷町教育委員として豊郷町の教育振興にご尽力いただいておりました宮川

至城氏が本年９月３０日の任期満了をもって退任されますことから、新たに大

字安食西８４２番地、安食真城氏、昭和４０年４月２日生まれを任命いたした

く、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項に基づいて、議会

の同意を求めるものでございます。  

 安食氏は、昭和６３年から現在に至るまで大学で勤務されています。３３年

という長きにわたり教育現場で学生に指導・助言を行い、ＬＧＢＴＱの方や障

がい者に対する人権活動の支援や奨学金といった経済支援をするなど多くの学
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生の相談に応じ、今日の教育現場の現状と課題に取り組まれております。  

 また、平成２４年度には豊日中学校のＰＴＡ会長を、平成２８年度からは崇

徳保育園の理事に就任され、家庭と保育等地域連携に重点を置いた活動を通じ、

本町の教育関連にご尽力をいただいています。  

 これらの経験を踏まえ、今後、豊郷町の教育行政、保育振興を進めていくた

めにも、ぜひとも安食氏にご尽力いただきたく教育委員に任命するものでござ

います。  

 なお、同法第５条第１項により委員の任期は、令和３年１０月１日から令和７

年９月３０日までの４年間であります。ご審議のうえ、ご同意賜りますようお

願い申し上げます。  

河合議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。  

 これより、討論を行います。討論はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  討論なしと認め、討論を終結いたします。  

 これより議第４０号豊郷町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついてを採決いたします。賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

河合議長  全員起立であります。よって議第４０号は同意することに決定されました。  

 日程第９、議第４１号豊郷町職員懲戒審査委員の任命につき同意を求めるこ

とについてから日程第１１、議第４３号豊郷町職員懲戒審査委員の任命につき

同意を求めることについてまでを一括議題といたします。  

 町長、提案理由の説明を求めます。  

伊藤町長  はい、議長。  

河合議長  町長。  

伊藤町長  議第４１号から議第４３号の豊郷町職員懲戒審査委員の任命につき同意を求

めることについて、ご説明申し上げます。  

 豊郷町職員懲戒審査委員の任期満了により、引き続き、次の者を任命いたし

たく、地方自治法施行規定第１６条第５号の規定により、議会の同意を求める

ものであります。  

 議第４１号藤野吉忠氏、議第４２号生駒英司氏、議第４３号堤清司氏の以上３

名を引き続いて任命するものであります。なお、経歴につきましては、別紙の

とおりでございます。また、任期は本年１０月１日から２年間でございます。
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ご同意賜りますようお願い申し上げます。  

河合議長  これより質疑を行います。質疑は一括して行います。質疑はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これで質疑を終結いたします。  

 これより議第４１号の討論を行います。討論はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これをもって討論を終結いたします。  

 これより、議第４１号豊郷町職員懲戒審査委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを採決いたします。賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

河合議長  全員起立であります。よって、議第４１号は同意することに決定されました。  

 これより、議第４２号の討論を行います。討論はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これをもって討論を終結いたします。  

 これより、議第４２号豊郷町職員懲戒審査委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを採決いたします。賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

河合議長  全員起立であります。よって、議第４２号は同意することに決定されました。  

 これより、議第４３号の討論を行います。討論はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これをもって討論を終結いたします。  

 これより、議第４３号豊郷町職員懲戒審査委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを採決いたします。賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

河合議長  全員起立であります。よって、議第４３号は同意することに決定されました。  

 日程第１２、議第４４号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

についてを議題といたします。  

 町長、提案理由の説明を求めます。  

伊藤町長  はい、議長。  

河合議長  町長。  

伊藤町長  議第４４号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、ご

説明申し上げます。  

 現在、人権擁護委員としてご活躍いただいております浅居絹代氏の任期は、

今年度１２月３１日をもって任期満了となります。浅居さんは今期で退任され
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ることになりましたので、その後任として町内に精通し地域活動にも積極的に

参加されております清水典子氏、豊郷町大字雨降野２０５番地、昭和２８年５

月４日生まれをご推薦いたしたく人権擁護委員法第６条第３項の規定により、

議会の同意、意見を求めるものであります。なお、任期は、令和４年１月１日

から令和６年１２月３１日までの３年間であります。  

 ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。  

河合議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これで質疑を終結いたします。  

 これより、討論を行います。討論はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これをもって討論を終結いたします。  

 これより、議第４４号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることに

ついてを採決いたします。賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

河合議長  全員起立であります。よって、議第４４号は推薦案に同意することに決定さ

れまた。  

 日程第１３、議第４６号豊郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例案を議

題といたします。  

 町長、提案理由の説明を求めます。  

伊藤町長  はい、議長。  

河合議長  町長。  

伊藤町長  議第４６号豊郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例案についての提案理

由のご説明を申し上げます。  

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

一部改正により、豊郷町手数料徴収条例についても所用の改正が必要なため、

本条例の一部を改正するものであります。  

 ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

河合議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これで質疑を終結いたします。  

 これより、討論を行います。討論はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これをもって討論を終結いたします。  
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 これより、議第４６号豊郷町手数料徴収条例の一部を改正する条例案を採決

いたします。賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

河合議長  全員起立であります。よって、議第４６号は原案どおり可決されました。  

 日程第１４、議第４７号令和３年度豊郷町一般会計補正予算（第２号）から

日程第１８、議第５１号令和３年度豊郷町下水道事業会計補正予算（第１号）

までを一括議題といたします。  

 町長、提案理由の説明を求めます。  

伊藤町長  はい、議長。  

河合議長  町長。  

伊藤町長  議第４７号令和３年度豊郷町一般会計補正予算（第２号）から議第５１号令

和３年度豊郷町下水道事業会計補正予算（第１号）までの一般会計補正予算、

各特別会計補正予算、各事業会計補正予算について、一括してご説明申し上げ

ます。  

 まず、議第４７号令和３年度豊郷町一般会計補正予算（第２号）について、

ご説明申し上げます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

億２ ,４８２万８ ,０００円を追加し、歳入歳出予算総額を５５億７ ,２７３

万２ ,０００円とするものであります。  

 歳入では、地方特例交付金２０８万７ ,０００円、地方交付税１億３ ,６２７

万８ ,０００円、分担金及び負担金１６万５ ,０００円、国庫支出金１ ,１３６

万３ ,０００円、県支出金２６６万９ ,０００円、繰越金１億６ ,０３０

万７ ,０００円、諸収入９０６万４ ,０００円を追加し、財産収入１３１

万５ ,０００円、繰入金７ ,８９４万９ ,０００円、町債１ ,６８４万１ ,０００円を

減額するものであります。  

 次に、歳出では民生費１ ,０５２万７ ,０００円、衛生費９３６万２ ,０００円、

商工費４６０万円、土木費５ ,０９９万７ ,０００円、消防費２２７万３ ,０００

円、教育費４４９万７ ,０００円、公債費１億６ ,３９３万８ ,０００円を追加し、

総務費２ ,１３６万６ ,０００円を減額するものであります。  

 次に、議第４８号令和３年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）について、ご説明申し上げます。  

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２ ,１３９万１ ,０００円を

追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ８億６ ,５６７万８ ,０００円とするもの

でございます。歳入では、繰越金１ ,５０７万２ ,０００円、諸収入６８７

万４ ,０００円を追加し、県支出金５５万５ ,０００円を減額するものでありま
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す。次に、歳出では基金積立金１ ,３１２万８ ,０００円、諸支出金８７４万円

を追加し、保健事業費４７万７ ,０００円を減額するものであります。  

 次に、議第４９号令和３年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について、ご説明申し上げます。  

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２ ,８０４万７ ,０００円を追

加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ７億３ ,２１５万４ ,０００円とするもので

ございます。歳入では、財産収入７ ,０００円、繰入金１２６万円、繰越

金２ ,６７８万円を追加するものであります。次に、歳出では、総務費１２６万

円、基金積立金５９５万７ ,０００円、諸支出金２ ,０８３万円を追加するもの

であります。  

 次に、議第５０号令和３年度豊郷町水道事業会計補正予算（第１号）につい

て、ご説明いたします。  

 第２条記載の収益的収入及び支出の予定額は、既定の収入額に７９万円を増

額し、収入総額を２億８００万７ ,０００円とし、既定の支出額に４５２

万６ ,０００円を増額し、支出総額を２億２ ,６５６万１ ,０００円とするもので

あります。第３条の議会の議決を経なければ流用することができない経費は、

職員給与費１ ,５６３万８ ,０００円とし、第４条の他会計からの補助金につい

ては、職員給与費相当額１ ,５６３万８ ,０００円と定めるものであります。  

 次に、議第５１号令和３年度豊郷町下水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて、ご説明いたします。  

 第２条記載の収益的収入及び支出の予定額は、既定の収入額に４１

万４ ,０００円を増額し収入総額を３億５ ,５８４万４ ,０００円とし、既定の支

出額に９９万３ ,０００円を増額し支出総額を３億１ ,１５９万３ ,０００円とす

るものであります。第３条の議会の議決を経なければ流用することができない

経費は職員給与費１ ,９５０万１ ,０００円とし、第４条の他会計からの補助金

については、職員給与費相当額１ ,８６７万７ ,０００円と定めるものでありま

す。  

 以上、議第４７号から議第５１号まで一括して説明いたしました。この後、

担当課長から補足説明をいたさせますので、ご審議のほどよろしくお願い申し

上げます。  

総務課長  議長。  

河合議長  山田総務課長。  

総務課長  それでは、私から議第４７号令和３年度豊郷町一般会計補正予算（第２号）

の説明を行います。  
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 歳入では、まず６ページ①追加と③廃止については、起債の目的変更でござ

います。②の変更につきましては、限度額を変更するものでございます。  

 次に、９ページ。款９地方特例交付金、項１地方特例交付金、目１地方特例

交付金２０８万７ ,０００円については、説明のとおり減収補填特例交付

金１７９万円などの交付増額のためでございます。款１０地方交付税、項１地

方交付税、目１地方交付税１億３ ,６２７万８ ,０００円については、交付税算

定による増加でございます。  

 次に、１３ページ、款１８繰入金、項１基金繰入金、目１財政調整基金繰入

金につきましては、１億３ ,３１７万８ ,０００円の減額ということでございま

す。  

 １４ページ、目４、公共施設等総合管理基金繰入金１ ,５００万円、減債基金

繰入金６ ,３００万は追加でございます。  

 款１９繰越金、項１繰越金、目１繰越金１億６ ,０３０万７ ,０００円につい

ては前年度の繰越金でございます。  

 １５ページ、款２１町債、項１町債、目１臨時財政対策債１ ,６６４

万１ ,０００円につきましては、臨時財政対策債の減でございます。目３の教育

費につきましては、節の組換えでございます。  

 続いて、歳出について説明いたします。  

 １６ページ、款２総務費、項１総務管理費、目５財産管理費の節１４工事請

負費についての２７３万３ ,０００円につきましては、と場など一部買い戻した

部分の水路と土地整備工事でございます。目１５公共施設等総合管理基金

費２ ,４８０万については減額でございます。  

 １８ページ、款７商工費、項１商工費、目２観光費４５０万円は、ナノブロ

ックの作成料として観光協会へ補助金を出すものでございます。  

 １９ページ、款８土木費、項２道路橋梁費、目２道路橋梁費、節１２委託

料８２９万８ ,０００円につきましては、設計・測量費として。１４工事請負

費２ ,５７１万６ ,０００円につきましては、町道整備事業費などでございます。

同ページ、項４住宅費、目２改良住宅管理費については、住宅の修繕料でござ

います。  

 ２２ページ、款１１公債費、項１公債費、目１元金１億６ ,３９３万８ ,０００

円については、繰上償還元金でございます。  

 以上、説明を終わります。  

河合議長  西山医療保険課長。  

医療保険課長  はい、議長。  
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 それでは、私の方から議第４８号令和３年度豊郷町国民健康保険事業特別会

計補正予算第２号について、ご説明申し上げます。  

 まず、３ページ、第２表債務負担行為補正につきましては、令和４年度の国

民健康保険の特定健診及び特定保健指導を年度当初から実施するために債務負

担行為の設定をするものでございます。  

 続きまして、歳入６ページ、款３県支出金、項１県補助金、目１保険給付費

等交付金５５万５ ,０００円の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響により、特定健診のフォロー教室の方を中止したことによる減額となっ

ております。款６繰越金、項１繰越金、目１繰越金１ ,５０７万２ ,０００円の

増額につきましては、令和２年度からの繰越しによる増額となっております。

款７諸収入、項２雑入、目４保険給付費等返還金６８７万４ ,０００円の増額に

ついては、令和３年２月分の保険給付費を概算により国民健康保険団体連合会

に支払いを行ったため、精算による返還が生じたことによるものでございます。 

 続いて、歳出では７ページ、款５保健事業費、項２特定健康診査等事業費、

目１特定健康診査等事業費４７万７ ,０００円の減額については、特定健診後の

フォロー教室を中止し、結果を郵送としたことによる減等によるものでござい

ます。款６基金積立金、項１基金積立金、目１運用基金積立金１ ,３１７

万４ ,０００円の増額については、令和２年度繰越金からの積立てによるもので

ございます。款７諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目３保険給付費等交

付金償還金８７４万円の増額については、令和３年２月分の保険給付費の精算

による返還分となっております。  

 続きまして、議第４９号令和３年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算

第２号について、ご説明申し上げます。  

 歳入では５ページ、款６財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当

金７ ,０００円の増額については、基金利子の増額分となっております。款７繰

入金、項１一般会計繰入金、目５その他一般会計繰入金１２６万円の増額につ

いては、職員の人件費の増額に伴う増となっております。款８繰越金、項１繰

越金、目１繰越金２ ,６７８万円については、令和２年度からの繰越しによる増

額となっております。  

 続いて歳出では６ページ、款１総務費、項２徴収費、目１賦課徴収費１２６

万円の増額については、時間外手当の増額によるものでございます。款４基金

積立金、項１基金積立金、目１介護給付準備基金積立金５９５万７ ,０００円の

増額については、令和２年度繰越金からの積立てによるものであります。款５

諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目２償還金２ ,０８３万円の増額につい
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ては、令和２年度国庫支出金、県支出金及び診療報酬支払基金交付金の額の確

定に伴います返還金額の増額によるものでございます。  

 以上です。  

河合議長  森本上下水道課長。  

上下水道課長  それでは、議第５０号令和３年度豊郷町水道事業会計補正予算（第１号）の

主な内容について、ご説明をいたします。  

 主な内容としては、収入で人件費に係る一般会計繰入金３９万４ ,０００円と

資産取得に伴う長期前受金３９万６ ,０００円です。支出では、職員の時間外手

当３９万４ ,０００円及び工事等に伴う固定資産の取得に伴う減価償却

費４１３万２ ,０００円です。なお、長期前受金と減価償却費については、現金

を伴うものではございません。  

 続いて、議第５１号令和３年度豊郷町下水道事業会計補正予算（第１号）の

主な内容について、ご説明をいたします。  

 主な内容としては、収入で人件費に係る一般会計繰入金４１万４ ,０００円で

す。支出では、職員の時間外手当４１万４ ,０００円、固定資産の取得に伴う減

価償却費２１万９ ,０００円、固定資産の棄却に伴う資産減耗費３６万円でござ

います。なお、減価償却費及び資産減耗費については、現金を伴わないものと

なっております。  

 以上、簡単に補正予算のご説明をいたしましたので、よろしくご審議のほど

お願いいたします。  

河合議長  これより質疑を行います。質疑は一括して行います。質疑はありませんか。  

 はい、高橋さん。  

高橋議員  それではまず、議４７号の一般会計補正予算にちなみまして、質疑をさせて

いただきます。  

 １６ページです。目５財産管理費の中の１２鑑定委託料というのが出ている

んですけれども、これは、先ほどの工事請負費云々と関連があるのでしょうか。

別でしょうか。教えてください。  

 それから、１８ページです。商工費の中、款、商工費、２観光費の中の１８

負補交で４５０万円と上がっています。これの、どのような使われ方をするの

か。もし人件費ならば、どのように人選を進めようとしているのかなどを教え

てください。  

 １９ページです。道路橋梁費につきまして、節の需要費また１２の委託料な

どの、この全ての項目を詳しく教えてください。  

 ２１ページの三ツ池教育集会所施設費の中の需要費、工事請負費の項目の説
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明をお願いします。  

 そして、戻りまして、２０ページの消防費の中の備品購入費２００万円上が

っています。これの説明をお願いいたします。  

 次が、議第４９号です。２ページの款、総務費、項、徴収費の中で１２６万

円の増額は、時間外手当ということだったんですけれども、どのような背景が

あるのでしょうか。何人分なのか、時間にして何時間に及んだのかを教えてく

ださい。  

 それから、これは何号でしたかね。ごめんなさい。決算の方です。決算書。

ごめんなさい。補正だけでしたね。失礼いたしました。  

 はい、以上です。  

河合議長  山田総務課長。  

総務課長  高橋議員の質疑にお答えします。  

 まず、１６ページ、款２総務費の５財産管理費の１２委託料の鑑定委託料に

つきましては、高野瀬６６７番地の１の不動産鑑定料でございます。場所につ

きましては、防災サブセンターの横、ちょうど今、戸田倉庫さんが大きいとこ

ろのある方に、改良住宅の方から向かっていくところに細長いヨシカワ商事さ

んの土地がございます。そこを購入いたしたく不動産鑑定士に出すものでござ

います。  

 以上です。  

 あと、すみません。２０ページの款９消防費、項１消防費、３災害対策費の

中の備品購入費なんですけども、これはテント１０張を予定しております。  

 以上です。  

河合議長  山田産業振興課長。  

産業振興課長  高橋議員の質疑にお答えいたします。  

 私の方は、１８ページ、一番下の商工費、観光費の１８の４５０万円の内容

につきましては、こちら新しく観光グッズを製作するために、観光協会に補助

するものです。  

 以上です。  

河合議長  岡村地域整備課長。  

地域整備課長  はい、議長。  

 高橋議員のご質疑にお答えをいたします。  

 私の方は１９ページ、道路橋梁費、需要費の修繕料なんですけれども、こち

らにつきましては、緊急修繕の工事、緊急で道路の修繕をするための費用が不

足しておりますので、２７５万円の増額及び道路側溝の漏水の修繕が２か所
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で、１３２万２ ,０００円と５３万９ ,０００円で合わせまして４６１

万１ ,０００円となります。  

 委託料の測量設計委託料１００万につきましては、こちらにつきましては、

字の要望によりまして、学校道線側溝改修工事ということで、安食南のやりこ

の館前の改修で設計費５０万円と、高野瀬宮ノ西団地横道線擁壁修繕工事、少

しちょっと擁壁が傾いてきて危険な場所がございますので、それの修繕をする

ための設計が５０万円、合わせまして１００万円です。  

 測量設計委託料社会資本の７２９万８ ,０００円につきましては、こちら歌詰

橋の改良の修正設計業務となっております。護岸の及び護床のブロック設計の

方で約６００万、それの設計管理で約３０万円の７２９万８ ,０００円となって

おります。  

 工事請負費の字要望の１１０万につきましては、字要望の里道の舗装工事で、

場所につきましては、三ツ池内の里道となっております。おやえさんの辺りの

里道でございます。これ１００万円掛ける消費税となっております。  

 町道路整備事業費２ ,３８４万８ ,０００円につきましては、まず町道の役場

横道線道路改良工事ということで、役場の横の道路側溝のやり替えで５２８万

円、次に杉１号線舗装工事、中学校のグランドの南側の舗装、こちらは字要望

ですけれども、こちらが４２９万円、高野瀬里１号線舗装工事ということで、

油藤さんの裏の町道なんですけれども、こちらの舗装を直すのに９６

万８ ,０００円、雨降野北道線舗装工事、北川農機さんから西側の道路ですけれ

ども、こちらの舗装工事で１ ,０８９万円、雨降野秦荘線舗装工事、モードニシ

ヤマさんから寺本石油さんまでの間ですけれども、２４２万円で２ ,３８４

万８ ,０００円です。交通安全施設整備事業７６万８ ,０００円につきましては、

三ツ池の墓地前の道路の外側線が切れておりますので、そちらの引き延ばしの

修繕です。  

 以上です。  

河合議長  西山人権政策課長。  

人権政策課長  高橋議員の質疑にお答えいたします。  

 人権政策課から２１ページ、真ん中ら辺の三ツ池教育集会所施設費の需要費

の修繕料３７万９ ,０００円でございます。集会所のといの修繕と花壇の修繕で

ございます。１４工事請負費につきましては、集会所の南側、裏手になるんで

すけども、そこを舗装してくれということで、区要望をいただいておりますの

で、上げさせていただきました。  

 以上です。  
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河合議長  高橋さん、再質疑ありますか。  

高橋議員  結構です。  

河合議長  ほかに。西山医療保険課長。  

医療保険課長  すみません。手を挙げるのが遅くなって申し訳ございませんでした。  

 私の方からは、議第４９号介護保険事業特別会計補正予算の６ページ、時間

外手当の増額分についてですけれども、背景をということなんですけども、令

和３年度で、令和２年度から担当していた職員が２人、介護保険におったんで

すけども、２人ともちょっと人事異動で代わりまして、その分で時間外が増え

ているのと、人数につきましては、１人分です。  

 時間数につきましては、基本的には、時間数で算定の方はしておらず、今後、

執行見込額から現計予算額を差し引いた必要額として１２６万円を計上させて

もらっております。  

 以上です。  

河合議長  ほかに質疑はありませんか。今村さん。  

今村議員  それでは、まず議第４７号、令和３年度豊郷町一般会計補正予算（第２号）

につきましては、まず、１０ページですね。歳入の方で。  

 ここで、国庫支出金が出ておりますが、その中で、款１４、項１国庫負担金、

目２衛生費国庫負担金で、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金とあ

りますが、ここは増額補正になっているんですけれども、町民の皆さんからコ

ロナワクチンは、どういう形で、あとどういうふうに接種ができるのかと、い

ろいろ聞かれるんですけれども、今回、増額負担金が出てきているので、今後

のワクチン接種の町の予定としては、どういった年齢に接種予定なのか。日程

とか、ちょっと説明していただけますか。  

 次に、款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目１の総務費国庫補助金、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、ここで１２１万１ ,０００円の

収入、補正が出ているんですが、この地方創生臨時交付金、ここは１２１万で

すが、町の説明ではもっとあるんですけれども、今回の１２１万１ ,０００円と

いうのは、何に対する交付金として下りてきたのか。中身について説明をお願

いします。  

 続いて、１５ページですね、次は。１５ページの款２１町債、項１町債、目１

臨時財政対策債で、今回、臨財債が減額１ ,６６４万１ ,０００円の減額になっ

ている理由なんですが、これは、地方交付税の不足分に対して、財政、収入額、

需要額の差引きの中で決まってくるわけですけれども、今回、減額になったと

いう具体的な理由を説明してください。  
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 続いて、１７ページです。ここの歳出の中で、目１２のところの障害福祉費

ですね。そこで、増額補正が行われておりますが、この中で１２番委託料１２２

万１ ,０００円、移動支援事業委託料、またその下の１９番扶助費で５０８万、

障害児通所給付金ということで、増額、両方なっていますが、どういう概要で

人数やまた支援事業の内容なんかを説明してください。  

 それから、先ほどの質疑にもありましたが、１８ページの観光協会の観光グ

ッズを新しく製作するための費用として４５０万増額補正されているんですが、

これまでも観光協会でいろんなグッズを販売されておりましたが、あのグッズ

の残っているのは、どんだけ今残っているのか。前回どれだけ作って、どれだ

け売れたのか。そして、今回の４５０万がどういう中身で、どんなもので、ど

こに、またそのグッズの製作依頼を考えているのか。４５０万て、少なくない

金額ですからね。だんだん売れなくなってきているというのは聞いてましたけ

ど、一体どういうことを考えておられるのか、ちょっと構想を説明してくださ

い。  

 続いて、１９ページです。ここの項４住宅費の中で、公営住宅管理費、修繕

料４２８万１ ,０００円、１４番工事請負費１９０万５ ,０００円、物置撤去・

設置工事、目２の改良住宅管理費で修繕料３６５万３ ,０００円。これについて

も、どういう中身なのか概要を説明してください。  

 続きまして、２２ページですね。款１１公債費、項１公債費、目１元金の繰

上償還金を１億６ ,３９３万８ ,０００円ということで、繰上償還をされると。

この、今議会冒頭で、国の法律化された中で、財政健全化比率は毎年９月議会

で報告しなきゃいけないということになりまして、そういった中で、将来負担

比率の状況ということで、担当課で計算をいただきました。これは、将来負担

額に対して、充当可能財源等が上回っている場合は、豊郷の場合、上回ってい

るんです。ですから、ここの町の財政健全化比率には斜線を引いてありますが、

具体的に言いますと、将来負担比率は、令和２年度でマイナス５５ .２％、これ

は、将来、払わなきゃいけない金に対して、それに資金として充てる金がどん

だけあるかということで、プラス５５ .２％あると。これは、そういう計算式が

あります。そういう計算でなっておりますが、これに大きく関わってくるのが、

この公債費、借金返しね、ローン返しの関係ですが、今回の繰上償還元金は、

何の繰上償還元金として出ているのか。また、今後の見とおしとして、今日は、

今回は、実質公債比率が３か年平均なので、１ .５という少ない数字でしたが、

来年は上がると思うんです。庁舎の借入れやいろいろ、歌詰橋もややこしい話

ですし。  
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 こうした中で、町の健全な町財政、これは普通会計関係ですけど、に対して、

この起債償還、公債費の繰上償還は今後、どういう見とおしでやろうとしてい

るのか、説明をしてください。  

 続きまして、議第４９号令和３年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）につきまして、ここでは、６ページ、歳出のところで、令和２年度

はコロナ感染のこういったいろんな中で、介護給付費が非常に抑制されたと。

そういった中で、剰余金がいっぱい出たというのは、受けてない人も多いです

し、事業自体がうまくいかなかったのもありますし、それは、当然のことなん

ですが、この歳出の方で、款５償還金及び還付加算金というところで、確定金

額に対して、県の支出金返還金、国庫支出金返還金というのが上がっておりま

すが、これは令和２年度の確定の金額に対して、給付費に関して計算したとこ

ろの、これは返還金になるんでしょうか。それと、もう令和３年度も半年ぐら

い、だんだん近づいてきましたが、今年の動向は、また今、県非常事態宣言発

令中ですが、介護給付費の動向はどうなっているのか、それも説明をしてくだ

さい。  

 続いて、議第５０号令和３年度水道事業会計補正予算と議第５１号令和３年

度豊郷町下水道事業会計補正予算のところで、説明してほしいんですが、財政

健全化の関係でいきますと、水道会計または下水道会計については、資金不足

率がマイナスやということで両方とも所見すべき事項はないと。斜線が引いて

あるんですが、この資金不足比率というのは、計算上はマイナスが出てくるは

ずなんですけれども、その資金不足比率の両会計のマイナス何％になったかと

いうことを、その説明をしてください。  

 以上です。  

河合議長  山田総務課長。  

総務課長  はい。  

河合議長  山田総務課長。  

総務課長  今村議員の、１５ページ、款２１町債の１臨時財政対策債の減った理由につ

いてでございます。  

 まず、主な理由につきましては、令和３年度の交付税の算定によって、９ペ

ージにもありますように、１億３ ,６２７万８ ,０００円の交付税が増えており

ます。その増えた理由につきましては、基準財政需要額で消防費が１４ .９％、

小学校の学校数で６％、中学校の生徒数で６ .５％、中学校の学校数で６ .６％、

地域人口比、人口の９％増、あと地域デジタル社会推進費が２ ,２３６

万５ ,０００円増えているために、臨時財政対策債も減になるということになっ
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ております。  

 次に、２２ページ。款１１公債費の項１公債費の繰上償還の見とおしなどに

ついてなんですけども、まず、どの部分を償還していくかと言いますと、２８

年度の緊急防災・減災対策債、借り入れている１億４ ,７７５万円、２８年度緊

急防災・減災事業債３７万５ ,０００円、２８年度の防災対策事業債１８１

万２ ,５００円、３０年度公共施設等適正管理推進事業債１ ,４００万円の償還

をいたします。あと、令和２年度の決算書の中でも、元金ですけども、２

億７ ,４４６万６ ,０００円の償還を行っております。見通しなんですけども、

数年前から償還金については、公債費については増額をしていき、順次返還を

行っておりますので、今後も、このような形で償還金を増やしていって、財政

を安定的に回していきたいと考えております。  

 以上です。  

河合議長  西山医療保険課長。  

医療保険課長  それでは、私の方から、議第４７号一般会計補正予算の歳入の１０ページ、

今村議員のご質疑にお答えいたします。  

 まず、新型コロナワクチン接種対策費国庫負担の、ワクチン接種の今後の予

定ということですけれども、今後の予定につきましては、１０月の上旬で２回

目の集団接種の終了をもって、町としての集団接種は終了する予定をしており

ます。  

 対象年齢につきましては、７月１４日から全ての一般の方の接種の予約を開

始の方をしておりますので、特に対象年齢の方は区切っておりませんので、薬

事承認がなされている１２歳以上の全町民さんを対象に接種の方をすすめてお

ります。  

 一般会計については、以上です。  

 議第４９号で、介護保険事業特別会計補正予算の６ページの諸支出金の給付

費の動向と返還金の確定の年度ということで、ご質問、ご質疑だったと思いま

すけれども、こちらにつきましては、令和２年度分の確定分の返還金というふ

うになっております。  

 令和３年度の動向についてですけども、現時点では、計画よりも給付はかな

り下回った推移の方をしており、こちらにつきましては、当然、新型コロナウ

イルスの影響の方がかなり大きいのかなというふうには思ってはいますけども、

幸い５月の末から６５歳以上の方のワクチンの接種の方は順調に接種の方

も、７月末をもって希望者全てには接種の方も終わりましたし、介護従事者の

方のワクチン接種につきましても、順調に、よその市町の状況もあろうかと思



1 － 21 

いますけども、うちの町については、順次接種の方が進めることができており

ますので、今後、利用の方はもう少し延びていこうかなというふうには考えて

おります。ただ、デルタであったり、ラムダであったり、ミューであったり、

新しい変異株の方の動向等も踏まえて、給付についてはどうなるかというのは、

今のところかなり不透明な状況であることには間違いないので、ご理解のほど

よろしくお願いします。  

 以上です。  

河合議長  清水企画振興課長。  

企画振興課長  それでは、今村議員のご質疑にお答えをします。  

 私の方は１０ページ、款１４国庫支出金、項２国庫補助金の１総務費国庫補

助金についてです。  

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金としまして、１２１

万１ ,０００円ということで、これにつきましては、昨年もあったんですけども、

国庫補助金補助事業の地方負担分に対する交付金ということで、この交付金が

来たからといって、町で何かをするというわけではなくて、国庫補助金事業に

対する補助金です。  

 それで、内訳としましては、学校の感染症対策のための補助金がありまして、

それの関係で１２０万円、それから、後期高齢関係で１１万円ということにな

っており、ごめんなさい、１万１ ,０００ですね。１万１ ,０００円ということ

です。  

 以上です。  

河合議長  森ちあき保健福祉課長。  

保健福祉課長  今村議員のご質疑にお答えをさせていただきます。  

 私の方からは１７ページの３、１、１２障害福祉費、１２委託料の移動支援

事業委託料の方ですが、サービスの利用の増加による増額ということで、現在

の利用者につきましては、１８人となっております。  

 その次の扶助費、障害児通所給付費ですが、こちらの方もサービスの利用の

増加ということで増額をさせていただいております。現在の利用について

は、１７人です。  

 以上です。  

河合議長  山田産業振興課長。  

産業振興課長  今村議員の質疑にお答えいたします。  

 私の方は１８ページの商工費、商工費、観光費の負補交について、４５０万

でどういうものかということなんですけども、はじめに観光協会のグッズの残
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数等につきましては、毎月観光協会の方で棚卸しをしておりますので、この数

字につきましては、また、予算決算常任委員会の方で報告させていただきたい

と思います。  

 そして、この４５０万円の内容についてですけども、こちらの方、旧豊郷小

学校をモチーフにしたナノブロックの製作を考えております。  

 以上です。  

河合議長  西山人権政策課長。  

人権政策課長  今村議員の質疑にお答えいたします。  

 人権政策課からは１９ページでございます。公営住宅管理費、需要費の修繕

料でございます。修繕料４２８万円でございますが、予算見込額６４５

万５ ,１９０円から残予算を引かさせてもらった分の不足分でございます。  

 １４工事請負費１９０万５ ,０００円でございます。これについては、大溝団

地の物置の撤去及び設置に関する部分の費用でございます。改良住宅管理費、

需要費、修繕料でございますが、これも予算見込額６４４万７ ,０００円に対し

まして、残予算２７９万４ ,０００円でございます。不足分の補正でございます。 

 以上です。  

河合議長  森本上下水道課長。  

上下水道課長  それでは、今村議員のご質疑にお答えをいたします。  

 １点だけ、資金不足比率については、考え方として公営企業会計側ではなく

て、財政側の考え方になります。そういったことで、今回の議案についても、

上下水道課で上程したものではないというのを前提にお聞きをいただきたいと

思います。  

 それでは、水道と下水道の資金の関係についてですけども、これについては

決算にかかわるものとなりまして、考え方として、公営企業会計側での資金と

言われるものは、預金や起債、国庫補助金などというものがあるんですけども、

これに対しての不足額がどんだけ生じるかというのは、決算書において示すこ

とになっております。その不足額がどのぐらいになるかと言いますと、今回、

上げさせていただきました決算書の方になってきますけども、それの資本的収

支の収益に対して資本の支出の額の差額分については、補てんを財源をする。

というのは、これは４条予算といわれるものなんですが、資本的収支について

は、固定資産との構築物を構成するための財源になってまいります。一方で、

収益的収支の方につきましては、これが営業活動といわれるものでございまし

て、その中でその公営企業が年間を通して成績として損益計算書に上げてきま

す黒字なのか、赤字なのかというところをみてくることになります。  
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 そういった考えから、現在のところ、不足比率額については、担当課では計

算しておりませんけども、昨年度、計算したことから言いますと、水道と下水

道についてはマイナス４００から９００の間という結果だったというふうに思

います。  

 以上です。  

河合議長  再質疑ありますか。  

今村議員  はい。  

河合議長  はい、今村さん。  

今村議員  議第４７号令和３年度一般会計補正予算で、先ほどの答弁の中で、公営住宅

の修繕料、それから改良住宅の修繕料、物置撤去の答弁は私が聞きたいことと

は数字上のことしか、おっしゃらなかったけど、概要、内訳を教えてほしいと、

説明してくれということです。増額しているんやから、予算よりも増やしたわ

けやから、その原因となる根拠をちゃんと説明してほしいということを申し上

げたところです。だから、ちゃんと答弁してください。  

 続いて、この企業会計の財政の方でこの比率とかそういうのが、これ、普通

会計上、それから企業会計上全部計算しなきゃいけないことになってますので、

報告はありましたが、令和２年度の水道ならびに下水道の資金不足比率、マイ

ナス幾らなのか、正確な数字を財政課の方から説明してください。  

河合議長  山田総務課長。  

総務課長  資金不足比率については、ちょっと今、手持ちに資料がございませんので、

委員会のときに報告させていただきます。  

河合議長  西山人権政策課長。  

人権政策課長  今村議員の再質疑にお答えいたします。  

 公営住宅につきまして、修繕料でございますが、主にでございますが、給湯

器の修繕、建具等の修繕と空き家の修繕でございます。改良住宅につきまして

は、シロアリの修繕、浴室修繕が４件、トイレ修繕６件、漏水による内装の修

繕が２件でございます。  

 大溝団地の物置撤去・設置工事につきましては、撤去につきましては、１件

当たり５万２ ,０００円、設置につきましては、１件当たり２２万円、７件の工

事費をみております。  

 以上です。  

河合議長  再々質疑はありますか。  

今村議員  結構です。  

河合議長  はい。ほかに質疑はありませんか。  
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議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 会議規則第３９条の規定により、議第４７号令和３年度豊郷町一般会計補正

予算（第２号）を予算決算常任委員会に、議第４８号令和３年度豊郷町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）及び議第４９号令和３年度豊郷町介護

保険事業特別会計補正予算（第２号）を文教民生常任委員会に、議第５０号令

和３年度豊郷町水道事業会計補正予算（第１号）及び議第５１号令和３年度豊

郷町下水道事業会計補正予算（第１号）を総務産業建設常任委員会に付託いた

したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

議  員  異議なし。  

河合議長  異議なしと認めます。よって、議第４７号は予算決算常任委員会に、議第４８

号、議第４９号を文教民生常任委員会に、議第５０号、議第５１号を総務産業

建設常任委員会に付託することに決しました。ご審議のほど、よろしくお願い

いたします。  

 日程第１９、議第５２号令和２年度豊郷町一般会計歳入歳出決算認定につい

てから、日程第２４、議第５７号令和２年度豊郷町下水道事業会計決算認定に

ついてまでを一括議題といたします。  

 町長、提案理由の説明を求めます。町長。  

伊藤町長  それでは、議第５２号から議第５７号までの、令和２年度豊郷町一般会計歳

入歳出決算及び令和２年度豊郷町下水道事業会計決算の認定を求めることにつ

いて、一括してご説明申し上げます。  

 令和２年度豊郷町一般会計歳入歳出決算各特別会計歳入歳出決算及び各公営

企業会計決算の認定を求めることについては、別冊のとおりであり、地方自治

法第２３３条、第３項の規定及び地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

議会の認定を求めるものであります。  

 各会計の決算の内容につきましては、既に議員各位に配付させていただいて

おります。令和２年度決算概要ならびに令和２年度主要施策の概要により説明

にかえさせていただきます。  

 この後、担当課長から補足説明をいたさせますので、ご審議のほどよろしく

お願い申し上げます。  

河合議長  小西直美会計管理者。  

会計管理者  私からは、議第５２号から議第５５号までの、令和２年度豊郷町一般会計な
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らびに各特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し上げます。  

 まず、議第５２号令和２年度豊郷町一般会計歳入歳出決算認定について、決

算の概要をご説明申し上げます。５ページ上段をご覧ください。歳入合計、収

入済額は６１億３ ,５０４万８３７円となり、前年度と比較して９億５ ,０５０

万３ ,７１５円、１８ .３３％の増でございます。  

 ６ページ下段、歳出合計、支出済額は５８億７ ,３６６万２ ,４８４円となり、

前年度と比較して８億２ ,３８０万９ ,６２６円、１６ .３％の増。歳入歳出差引

残額は２億６ ,１３７万８ ,３５３円となりました。  

 続いて、８１ページ下段をご覧ください。実質収支に関する調書について。

令和３年度へ繰り越した一般財源は２億６ ,１３７万８ ,３５３円、翌年度に繰

り越した事業に要する財源６ ,１０７万１ ,０００円を差し引きますと、実質収

支は２億３０万７ ,３５３円となりました。  

 それでは、歳入決算についてご説明申し上げます。なお、増減を申し上げる

際には、１ ,０００円単位でご説明申し上げます。  

 ５ページ上段、歳入合計欄について、収入すべき額である調定額が６４

億３ ,７８４万７ ,９１５円で、これに対する収入済額が６１億３ ,５０４

万８３７円、不納欠損額は１２８万８ ,０９５円、収入未済額は３億１５１

万８ ,９８３円でございます。歳入総額に占める割合では、地方交付税、次いで

国庫支出金で全体の４５ .３％を占め、続いて町税繰入金、寄付金、町債の順と

なっております。  

 では、８ページ以降の事故別明細書により、前年度と比較して大きく変動の

あった科目についてご説明申し上げます。款１町税の収入済額は、９

億６ ,７２１万４ ,４０３円で、前年度と比較して１ ,８７８万９ ,０００

円、１ .９０％の減収となりました。項１町民税、個人・法人を合わせました現

年度調定額は３億４ ,３４２万４ ,７００円で、前年度と比較して個人町民税で

は課税所得の減により８８０万１ ,０００円、２ .９８％の減、法人住民税は減

収となった法人の影響等により１ ,０４７万４ ,０００円、１５ .４７％の減とな

りました。また、新型コロナウイルス感染症の支援策として税金の徴収猶予の

申請を受けたことに伴い、法人税の収入未済額が増加しております。  

 項２固定資産税現年度調定額は５億３ ,３６４万９ ,７００円で、前年度と比

較して１ ,１８０万４ ,０００円、２ .２６％の増となりました。家屋で新築住宅

の増加等によるものでございます。  

 項３軽自動車税は、申請率対象車両の増加と環境性能割が追加されたことに

より前年度より増収となりました。項４たばこ税は販売数の減少に伴い前年度
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より減収となりました。  

 １０ページ上段、款６法人事業税交付金は、令和２年度から地方法人特別税、

譲与税制度の廃止に伴い、法人住民税の法人割の減収補てん措置として、県か

ら事業税の一部を交付されたことにより、前年度と比較して増収となりました。 

 款７地方消費税交付金は、前年度と比較して２ ,７５９万２ ,０００円の増収

となり、款９地方特例交付金は１ ,７４９万１ ,０００円の減収であります。令

和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が施行され、初年度に限り、本交付

金より交付を受けておりましたが、令和２年度以降は、地方交付税の普通交付

税で減収分を補填措置されたことに伴い減収となっております。  

 款１０地方交付税は１４億５ ,０２４万２ ,０００円で、前年度と比較し

て、６ ,３４８万３ ,０００円の増収となりました。  

 １１ページ上段、款１２分担金、負担金では、前年度と比較して９ ,８９２

万６ ,０００円の減、款１３使用料及び手数料については、８８４万４ ,０００

円の減となっております。主に、令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化

に伴い、一部保護者負担がなくなったためでございます。  

 １４ページ上段、款１４国庫支出金は１３億３ ,０２０万２ ,７２８円で、前

年度と比較して９億４ ,７３２万５ ,０００円の増収となりました。主に、下段

の項２国庫補助金において、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における

特別定額給付金給付事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金ならびに子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金によるもの

でございます。  

 ２１ページ上段、款１７寄附金３億９ ,５９７万３ ,３７０円のうち、ふるさ

と応援寄附金３億８ ,６８７万７ ,３００円は、前年度と比較して４ ,８９５件の

増で４ ,６２３万３ ,０００円の増となりました。  

 款１８繰入金７億８ ,０８４万８ ,６６９円は、基金からの繰り入れによるも

のです。主なものは、ふるさと応援寄附基金繰入金であり、小中学校の給食事

業、福祉医療助成事業等の財源として繰り入れました。  

 ２２ページ上段、款２０諸収入は前年度と比較して、３ ,９１４万３ ,０００

円の増の２億３ ,６１１万２ ,３１２円でございます。主なものとしまして、２４

ページ下段、節２総務費雑入で、コミュニティ助成事業に伴う受入金２ ,０２０

万円、２５ページ上段、節３民生費雑入、施設型給付費代理受領分８ ,２７５

万２ ,０５４円、昨年度比２ ,２８１万２ ,０００円の増は、幼児教育・保育の無

償化の影響ならびに人件費の増によるものであります。また、滋賀県後期高齢

者広域連合からの保険者努力制度交付金６４９万８ ,０００円でございました。 
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 ２６ページ下段、款２１町債は３億１ ,３１８万７ ,０００円で、前年度と比

較して１億２ ,０１２万１ ,０００円の減となりました。２７ページ上段、目２

土木債、節１公共事業債については、歌詰橋補強・補修、歩道橋設置工事等、

令和３年度に繰り越しました関係で０円となり、前年度と比較して減額となり

ましたが、その他の調査においては増額となっております。  

 これで、歳入決算の説明とさせていただきます。  

 引き続きまして、歳出決算についてご説明申し上げます。  

 ６ページ下段をご覧ください。歳出合計、支出済額が５８億７ ,３６６

万２ ,４８４円、翌年度繰越額は３億６３０万２ ,０００円、不用額は３

億８ ,０５３万６ ,９１６円でございます。目的別に見ますと、歳出総額に占め

る割合は総務費が最も高く、続いて民生費、教育費の順となっております。  

 それでは、歳出決算について、２８ページからの事項別明細書よりご説明申

し上げます。  

 ２９ページ上段、款２総務費は２３億２ ,１６４万６ ,４００円で、前年度と

比較して６億８ ,４４７万８ ,０００円の増となりました。項１総務管理費、目１

一般管理費では３０ページ下段、節１９負担金補助及び交付金でありますが、

新型コロナウイルス感染症に伴い支給を行いました特別定額給付金、特別定額

給付金の上乗せ給付金ならびに新しい生活支援、地域経済対策給付金事業に８

億８ ,１０２万円を支出いたしました。  

 ３２ページ上段、目５財産管理費、節１５工事請負費２億６ ,１１８

万３ ,９９６円については、役場庁舎建替整備工事、令和元年度からの債務負担

行為であります令和２年度分の支払いとして、２億５ ,１４６万円、その他、電

話配線工事等に支出しております。  

 ３３ページ下段、目１０地域づくり推進事業費、ページ上段、節１９では、

コミュニティセンター助成事業、個性輝く自治活動事業補助金を支出しており

ます。３７ページ上段、項３戸籍住民基本台帳費、節１３委託料ですが、デジ

タル手続法ならびに戸籍法の改正に伴いシステム改修費４８４万３ ,０００円

を支出いたしました。  

 ３９ページ上段、款３民生費は１４億１ ,０６９万５ ,５８３円で、前年度と

比較して１億１４１万５ ,０００円の増となりました。項１社会福祉費は９

億１ ,２７０万３ ,１６６円で、前年度と比較して４ ,６６２万５ ,０００円の増と

なりました。  

 主なものとしまして、４４ページ下段、目１２障害福祉費、節１３第６期障

害福祉計画及び第２期障害児童福祉計画策定業務委託料３３２万３ ,０００
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円。４５ページ下段、節１９新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた障害

者支援給付６６６万円を支出いたしました。また、節２０、次ページ上段、介

護給付費、訓練等給付費２億７１万６ ,２２８円、障害児通所給付費３ ,０４５

万８４８円を支出いたし ました。 項２児童福祉費では４億 ９ , ７９９

万２ ,４１７円で、前年度と比較して５ ,４７８万９ ,０００円の増となりました。 

 主なものとしまして、４７ページ下段、目２児童措置費、節１９、次ページ

上段、新型コロナウイルス感染症に伴う子育て世帯への臨時特別給付金ならび

にシステム改修費など事務費分１ ,２８４万７ ,５１１円。４９ページ、目４児

童館費、令和元年度からの繰越明許費で三ツ池児童館屋根改修工事７１３

万７ ,９００円を支出しています。  

 ５０ページ上段、款４衛生費は４億５ ,７２９万９ ,３７３円で、前年度と比

較して１億２ ,１１６万３ ,０００円の増となりました。５１ページ下段、項１

保健衛生費では、目２予防費、節１３委託料の予防接種事業では、令和２年１０

月からロタウイルスワクチンを定期接種として実施し、また新型コロナウイル

ス感染対策として、高齢者インフルエンザ予防接種費用を全額負担いたしまし

た。また、５２ページ下段、節１９では、インフルエンザ蔓延防止重症化を予

防するとともに、経済的負担を軽減するために、妊婦ならびに生後６か月から

中学校３年生までの児童に係るインフルエンザ予防接種の助成を実施いたしま

した。  

 ５４ページ下段、項２清掃費、目２じんあい処理費、節１２役務費では、令

和２年度から開始しました布団、カーペット類、畳、スプリング入りマットレ

スの処分に伴い１３２万２ ,０００円の増、次ページ上段、節１９では、湖東広

域衛生管理組合の分担金３１４万４ ,０００円、彦根愛知犬上広域行政組合の負

担金５３７万３ ,０００円の増となりました。また、項３水道事業費、節２８繰

出金については、安全対策事業ならびに新型コロナウイルス感染症に伴う支援

策の経費分の繰出金８ ,３７５万４ ,０００円の増となりました。  

 ５８ページ下段、款７商工費では３ ,０２１万７ ,８６０円で、前年度と比較

して６０９万３ ,０００円の増となりました。目１商工振興費では、新型コロナ

ウイルス感染症に伴い中小企業、個人事業主に対し、８２２万円、助成金の支

給を行いました。  

 ５９ページ下段、款８土木費３億６ ,３１７万６ ,１１２円で、前年度と比較

して２億４ ,６５４万４ ,０００円の減となりました。６１ページ上段、項２道

路橋梁費、目２道路橋梁費では、節１５工事請負費では、令和元年度からの繰

越明許費で交通安全施設整備工事等５ ,３５５万円を支出しました。  
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 ６３ページ下段、款９消防費は１億６ ,６０６万１ ,８９１円で、前年度

比２ ,３０７万２ ,０００円の増となりました。主なものとして、６４ページ上

段、目２非常備消防費、節１８消防車、消防団員用の防火衣等の購入に係るも

のであります。目３災害対策費では、防災マップの更新業務委託料ならびに指

定避難所であります豊郷小学校に、備蓄倉庫を設置いたしました。  

 下段、款１０教育費は７億４７６万３ ,３０１円で、前年度から９ ,５６３

万８ ,０００円の増となりました。主なものとして、ＧＩＧＡスクール構想事業

として７ ,８８６万１ ,０００円を支出しています。小中学校の児童・生徒に１

人１台のパソコンを配備し、インターネット無線Ｗｉ－Ｆｉ等通信ネットワー

クの構築を図りました。６６ページ上段、項１教育総務費、目３教育振興費で

は次ページ上段、節１８備品購入費で小中学校にＩＣＴの環境整備として、サ

イバー機器などの一部を更新し、６１８万４ ,２００円を支出いたしました。  

 ７４ページ下段、項３中学校費、目３学校整備費では、通級指導教室の改造

工事を実施し９８６万７ ,０００円を支出しました。７９ページ下段、項６保健

体育費では、令和元年度からの繰越明許費でスポーツ推進計画の策定を行い、

計画策定の委託料として８０ページ上段、２１９万３ ,４００円を支出しました。 

 また、目２スポーツ公園施設費では、豊郷スポーツ公園内の樹木せん定工事

ならびに公園配水工事管理業務委託ならびに工事共用費で６０５万３ ,３００

円を支出いたしました。  

 ８１ページ上段、款１１公債費は前年度と比較して６ ,２９４万６ ,０００円

増の２億８ ,８４４万９ , ２３５円で、財政調整基金を取り崩し償還元

金６ ,２９８万９ ,７５９円を繰上償還いたしました。  

 最後に、８１ページからの付属資料について、ご説明申し上げます。  

 実質収支に関する調書は、先にご説明申し上げましたので省略させていただ

きますが、８２ページ上段の財産に関する調書では、公有財産の土地及び建物

につきまして、実績に合わせて調整いたしました。下段、物件ならびに収支に

よる権利につきましては、前年度と変わりございません。８３ページ上段は、

基金の保管状況についてであります。下段、物品につきましては、１００万円

以上の重要物品について、実績に合わせて調整いたしました。８４ページ上段

の債権に関する調書につきましても、実績に合わせて調整いたしました。  

 以上、令和２年度一般会計の決算概要を申し上げ、提案説明とさせていただ

きます。  

 引き続き、次に、議第５３号、令和２年度豊郷町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定についてご説明申し上げます。  
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 ８７ページ上段をお願いします。歳入合計、収入済額は８億５ ,７６９

万９６６円、前年度と比較して３６６万６ ,５５４円の増。８８ページ上段、歳

出合計支出済額は８億４ ,２５９万６ ,８９３円で、前年度と比較して７７８

万５ ,１９６円の減となり、歳入歳出差引総額は１ ,５０９万４ ,０７３円とな

り、９８ページの下段、実質収支額も増額となっております。  

 戻りまして、８９ページの事項別明細書の歳入決算からご説明申し上げます。 

 款１国民健康保険税は、１億４ ,６９６万６ ,３８２円の収入となり、収納率

は現年度分で９５ .８２％となりました。  

 ９０ページ上段、款３国庫支出金では、社会保障・税番号制度システム整備

費補助金として、オンライン資格確認等のシステム等の整備事業に係る補助金

ならびに災害臨時特例補助金として、新型コロナウイルス感染症対応等で減免

措置分として収入がございました。  

 下段、款４県支出金は６億１ ,２５８万６ ,５９６円で、歳入全体の７１ .４２％

となっております。９１ページ上段、款６繰入金の主なものとしまして、一般

会計を通じて国、県から収入した保険税の軽減分や保険者支援分、町負担分を

繰り入れました。  

 続きまして、歳出決算についてご説明申し上げます。  

 ９３ページ下段、款１総務費は２ ,４３６万１ ,９４１円の支出で、人件費や

保険税の徴収業務等の事務費に係る経費でございます。９４ページ下段、款２

保険給付費は５億９ , ８９０万１ , ６７７円で、前年度と比較して５１

万３ ,０００円の減となりました。  

 ９６ページ下段、款３国民健康保険事業納付金１億９ ,９２４万１ ,７１１円

は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金を滋賀県に支出したも

のでございます。９７ページ上段、款５保険事業費１ ,２５０万１ ,５５０円は、

人間ドックのドック補助負担金、特定検診及び特定保健指導業務等に係る健康

指導や疾病の早期発見など、健康づくりに取り組んだ経費でございます。  

 下段、款７諸支出金、４３１万６２４円は県支出金が過年度で超過交付とな

った分の返還金と、過年度分の国保税還付金でございます。新型コロナウイル

ス感染症に係る国保税の減免に係る過年度還付金も含まれております。  

 ９９ページ上段、財産に関する調書について、国民健康保険運用基金に１９９

万９ ,３００円を積み立て、決算年度末減債高は５ ,５７７万２ ,２９１円となり

ました。  

 以上、令和２年度国民健康保険事業特別会計の決算概要を申し上げ、提案説

明とさせていただきます。  
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 次に、議第５４号令和２年度豊郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、ご説明申し上げます。  

 １０２ページ上段をお願いいたします。歳入合計、収入済額は７億７０１

万６ ,１１８円、前年度と比較して３８０万４ ,０３８円の増、１０３ページ上

段、歳出合計、支出済額は６億７ ,９８７万３ ,９７５円で、前年度と比較し

て３８８万４ ,３１４円の減となり、歳入歳出差引総額は２ ,７１４万２ ,１４３

円となります。１１５ページの下段、実質収支額も同額となっております。  

 １０４ページ、事項別明細書の歳入決算からご説明申し上げます。  

 款１保険料は１億４ ,１９５万８ ,２０６円の収入となり、収納率は現年度分

で９９ .６１％となりました。款３国庫支出金は、１億５ ,３６６万７ ,９９７円

のうち国庫負担金１億１ ,６２６万５ ,１００円は、介護給付費の施設分１５％

及びその他分２０％相当額を収入し、国庫補助金３ ,７４０万２ ,８９７円は、

調整交付金、地域支援事業交付金などが主なものでございます。１０６ページ

上段、目８介護保険災害等臨時特例補助金については、新型コロナウイルス感

染症による介護保険料の免除に対する補助金であります。  

 款４支払基金交付金１億６ ,４７８万７９４円は、４０歳から６４歳までの

第２号被保険者からの保険料を、社会保険診療報酬支払基金を通じて収入した

もので、介護給付費の２７％相当額でございます。  

 款５県支出金９ ,８４８万８ ,５０４円のうち、県負担金は介護給付費の施設

分１７ .５％及びその他分１２ .５％相当額の９ ,６９３万７ ,５００円を、県補助

金は１５３万６ ,８８４円を受け入れたものでございます。  

 １０７ページ上段、款７繰入金１億２ ,８６４万３ ,８７０円は一般会計繰入

金として、介護給付費の１２ .５％分と事業に要する事務費などを繰り入れまし

た。下段、目５低所得者保険料軽減繰入金につきましては、令和元年１０月に

施行された消費税率引上げに伴い、第１段階から第３段階までの介護保険料を

軽減したことに対して、国などからの補助金を繰り入れたものでございます。  

 続きまして、歳出決算についてご説明申し上げます。  

 １０８ページ下段、款１総務費では、豊郷町高齢者保健福祉計画及び第８期

介護保険事業計画策定を行い、３０５万８ ,０００円を支出いたしました。  

 １１０ページ上段、款２保険給付費６億１８１万８ ,８９９円のうち、項１介

護サービス等諸費は要介護認定者に対する給付費として、５億５ ,３０７

万６ ,３５２円を、また１１１ページ上段、項２介護予防サービス等諸費は、要

支援認定者に対する給付費５１９万２ ,６８８円を支出したものでございま

す。１１２ページ上段、項４高額介護サービス等費１ ,４１３万１ ,３４１円は１
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か月の利用者負担額が一定の額を超えた分に対し支給したものでございます。

項６特定入所者介護サービス等費２ ,７０１万８ ,１４５円は、施設に入所して

いる低所得の方の食費、居住費、１日当たりの利用者負担額が一定の額を超え

た分に対し支給したものでございます。  

 １１３ページ上段、款３地域支援事業費６１６万４ ,１５１円は、高齢者を対

象とした介護予防、日常生活支援総合事業や地域包括支援センターの運営及び

包括的支援事業などによるものです。  

 １１４ページ下段、款５諸支出金、次ページ上段、目償還金９５９万３ ,４５７

円は、国、県ならびに診療報酬支払基金の過年度超過交付分の返還金として支

出したものです。款６公債費３８５万９ ,０００円は、平成２７年度、２８年度

借入分の令和２年度償還分を県に支出したものです。  

 また、１１６ページ上段、財産に関する調書について。介護給付費準備基金

の決算年度末現在高は１ ,４６８万７ ,０５６円を積み立て、２ ,５３４

万４ ,９６８円でございます。  

 以上、令和２年度介護保険事業特別会計の決算概要を申し上げ、提案説明と

させていただきます。  

 次に、議第５５号令和２年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、ご説明申し上げます。  

 １１８ページ、歳入合計、収入済額、１１９ページ上段、歳出合計、支出済

額は、いずれも７ ,１８７万１ ,６１６円、前年度と比較して６４６万３ ,６６２

円の増となりました。  

 それでは、１２０ページ下段、事項別明細書の歳入決算からご説明申し上げ

ます。  

 款１後期高齢者医療保険料は４ ,７９２万８ ,６９３円の収入となり、収納率

は現年度分９９ .９４％となりました。１２１ページ上段、款３繰入金は、一般

会計から後期高齢者医療事業に要する事務費分と、広域連合の保険財政の安定

を図るため、国、県、町の負担金として２ ,３６３万５ ,７９２円を繰り入れた

ものでございます。下段、款７国庫支出金は、後期高齢者医療制度見直し等シ

ステム改修対応業務に係る補助金でございます。  

 続きまして、歳出決算のご説明を申し上げます。  

 １２２ページ下段、款１総務費は、後期高齢者医療事業の適用、保険料の徴

収に要する人件費を含む事務的経費として、６８０万３ ,２８９円を支出いたし

ました。款２後期高齢者医療広域連合納付金は、徴収した保険料と一般会計か

ら繰り入れた財政基盤安定分を合わせまして、６ ,４９７万８ ,９５７円を広域
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連合へ納付したものでございます。１２３ページ上段、款３諸支出金８

万９ ,３７０円は、新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免に係る過年度

還付金が含まれております。  

 以上、令和２年度後期高齢者医療事業特別会計の決算概要を申し上げ、提案

説明とさせていただきます。  

 以上をもちまして、議第５２号から議第５５号までの４議案につきましての

提案説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。  

河合議長  ５分間、暫時休憩いたします。再開４５分。  

（午前１１時４０分 休憩）  

 

（午前１１時４６分 再開）  

河合議長  それでは、再開いたします。  

 森本上下水道課長。  

上下水道課長  はい、議長。  

河合議長  森本課長。  

上下水道課長  それでは、議第５６号令和２年度豊郷町水道事業会計決算認定について、ご

説明をいたします。  

 豊郷町水道事業会計の令和２年度決算の認定につきましては、地方公営企業

法第３０条第４項の規定に基づき認定をお願いするものでございます。  

 それでは、水道事業会計の決算概要について、ご説明いたします。  

 まず決算書１３ページをお願いいたします。  

 令和２年度水道事業会計の経営状況は、一般用、営業用、観光所用などを合

わせて２ ,４５９件、６ ,６８６人の方々に給水を行い、総配水量は８５

万７ ,２１６立方メートルとなり、令和元年度との増減では、給水戸数は１３戸

増え、給水人口は７人減少しました。総配水量は９ ,４３７立方メートルの減と

なり、湧水量は約４ .１３％増加をいたしております。  

 建設改良費につきましては、１５ページをご覧いただきたいと思います。  

 １５ページ記載のとおり、南部浄水場耐震補強工事及び緊急遮断弁設置工事

として、南部浄水場配水池８４２ .５立方メートルの配水池内面補強工事及び屋

上補強工事を行い、併せて緊急遮断弁設置工事を行いました。地震時には、配

水池において水の確保ができるようになりました。また、北部浄水場から豊栄

のさと、北に位置する道路までの配水管布設替工事４１８ .７メートルの耐震管

化を行い、水の安定供給を図るための布設更新や高野瀬地区配水管布設

替５３ .４メートル、消火栓１機の移設工事ならびに令和元年度に実施をいたし
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ました国道８号線布設替工事に伴います舗装本復旧工事などを行いました。  

 ページ、戻りますけども、決算書１ページをお願いいたします。  

 経営状況は、水道事業収益１億９ ,９４９万３ ,１３０円に対し、費用は２

億２ ,７４１万８ ,３２１円となり、２ページ、資本的収支につきましては、収

入額１億５ ,６６０万８ ,６９９円、支出額２億２ ,８３６万３ ,０４２円で不足

額７ ,１７５万４ ,３４３円は、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金

で補てんをいたしております。  

 営業収益では、前年度と比較しますと１ ,１０４万２８８円の減収となりまし

たが、これは新型コロナウイルス感染症対応に係る基本的使用料の減免が影響

したものでございます。減免による減収分につきましては、新型コロナウイル

ス感染症対策地方創生臨時交付金を一般会計から補助金として受けております。 

 資本的支出については、前年度と比較し約１億７万７６９円の増となりまし

たが、これは施設の耐震化や更新工事などの費用増によるものでございます。  

 決算書３ページをお願いいたします。損益計算書では、当年度 純損

失２ ,７４６万５ ,９２７円の、いわゆる赤字となりました。  

 決算書１８ページをお願いいたします。企業債の概要につきましては、令和

元年度末におきまして１０億６ ,５８５万２ ,０６０円となっておりましたが、

企業債残高に対しまして、令和２年度において９ ,００５万５ ,２２４円を償還

し、新たに３ ,６８０万円を借り入れた結果、令和２年度末残高は１０

億１ ,２５９万６ ,８３６円となりました。  

 決算書６ページをお願いいたします。貸借対照表では、水道事業の総資産額

は１８億２ ,３１２万３ ,４９８円、起債合計１６億３ ,５５０万４ ,１５９円で、

資本合計は１億８ ,７６１万９ ,３３９円となり、起債資本合計１８億２ ,３１２

万３ ,４９８円で貸借の対象となっております。  

 続いて、議第５７号令和２年度豊郷町下水道事業会計決算認定についてご説

明をいたします。  

 下水道事業会計の令和２年度決算の認定につきましては、先ほど同様地方公

営企業法第３０条第４項の規定に基づき認定をお願いするものでございます。  

 はじめに、決算書１５ページをお願いいたします。  

 まず、令和２年度下水道事業会計の経営状況は、処理区域内人口７ ,３１０人

に対して、水洗化人口６ ,６５４人、処理水量は８７万４２７立方メートルとな

り、令和元年度との増減では、約１万４ ,９６１立方メートル増加し、水洗化人

口は４８人増加しました。総処理水量は約１万３５０立方メートルの増となり、

有収率、水洗化率ともに約１％の増加となっております。  
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 決算書１４ページをお願いいたします。  

 建設改良につきましては、豊郷町総合地震対策計画に基づく管路耐震化工

事１６ .６７メートルを行い、重要な幹線等については、約９９ .９％の耐震化

率となりました。また、災害によるマンホールポンプの停電対応として発電機

の購入を行いました。  

 ページが戻りますが、決算書１ページをお願いいたします。  

 経営状況は、下水道事業収益３億５ ,７４９万６ ,４９２円に対し、費用は３

億４ ,０８２万８ ,４６６円となり、２ページ、基本的収支につきましては、収

入額４ ,２１１万１ ,９４４円、支出額１億６ ,１５０万１ ,５３９円で、不足額１

億１ ,９３８万９ ,０９５円は消費税資本的収支調整額ならびに損益勘定留保資

金及び預金で補てんをいたしております。  

 営業収益では、前年度と比較しますと４２０万１７４円の増収となりました

が、これは新型コロナウイルス感染症の拡大に伴います巣籠もり需要が要因だ

と考えております。資本的収支については、会計方式の変更により、令和３年

度決算から比較可能というふうになりますけども、建設改良費については地震

対策工事及び滋賀県流域下水道建設市町負担金が主なものとなっております。  

 決算書３ページをお願いいたします。損益計算では、当年度純利益２ ,０８５

万９ ,１４８円のいわゆる黒字となりました。  

 決算書１６ページをお願いいたします。企業債の概況につきましては、令和

元年度におきまして、１６億７ ,０７３万２ ,１７７円となっておりました企業

債残高に対しまして、令和２年度において、１億４ ,３８１万２ ,０２６円を償

還し、新たに１ ,２３０万円を借り入れた結果、令和２年度末残高が１５

億３ ,９２２万１５１円となりました。  

 決算書６ページをお願いいたします。貸借対照表では、下水道事業の総資産

額は５１億２ ,９７５万１４円、負債合計４４億２ ,１６９万４ ,２９９円で、資

本合計は７億８０５万５ ,７１５円となり、負債資本合計５１億２ ,９７５

万１４円で貸借対照という結果となっております。  

 以上、説明とさせていただきますので、よろしくご審議いただきますよう、

お願いいたします。  

河合議長  次に、監査委員の審査の報告でございます。  

 前田広幸議員。  

前田監査委員  監査報告をいたします。町長より提出されました令和２年度豊郷町一般会計

歳入歳出決算書をはじめ、３特別会計決算書、水道事業ならびに下水道事業の

各会計決算書ならびに決算付属書類各基金の運用状況報告書について、本年８
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月４日から８月６日まで、各担当課の説明を求め監査を実施いたしました。  

 監査では、各会計決算書及び帳簿等が関係法令に準拠して調製されているか、

財政運営は健全か、財産の管理はどうか、予算が適正かつ効率的に執行されて

いるか、また関係諸帳簿及び証拠書類と照合等に加え、本年度の監査では監査

調書に基づき、債権管理、委託業務、各種団体への補助金、時間外勤務、公営

改良住宅の５項目を重点的に審査を行いました。その結果、審査に付託された

一般会計、特別会計、上下水道事業会計ともに関係法令に準拠して作成されて

おり、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類との照合した結果、偽りのないもの

と認められました。また、各基金の運用状況を示す書類の計数についても、偽

りのないものと認められましたので、まずもって報告をしておきます。  

 次に、決算内容ですが、まず、本町の財政状況についてですが、決算規模は

一般会計と特別会計を合算すると、歳入７７億７ ,１６１万９ ,５３７円、歳

出７４億６ ,８００万４ ,９６８円、差引き３億３６１万４ ,５６９円となりまし

た。水道事業会計の収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の合計額は、収

益的収入１億９ ,９４９万３ ,１３０円、収益的支出２億２ ,７４１万８ ,３２１円、

資本的収入１億５ ,６６０万８ ,６９９円、資本的支出２億２ ,８３６万３ ,０４２

円となりました。  

 下水道事業会計の収益的収入及び支出資本的収入及び支出の合計額は、収益

的収入３億５ ,７４９万６ ,４９２円、収益的支出３億４ ,０８２万８ ,４６６円、

資本的収入４ ,２１１万１ ,９４４円、基本的支出１億６ ,１５０万１ ,５３９円と

なりました。また、一般会計では、歳入６１億３ ,５０４万８３７円、総予算額

に対する収入率は９４ .５％、支出は５８億７ ,３６６万２ ,４８４円、総予算額

に対する執行率は８９ .５％、差引き２億６ ,１３７万８ ,３５３円でした。財政

構造については、自主財源と依存財源の構成割合は４０ .７対５９ .３となって

おります。全体としては、９億３ ,５０２万６ ,０００円の増となっております。  

 自主財源の占める構成比率は前年度と比較すると６ .３ポイント減少してい

ます。また、歳出において、人件費、扶助費、公債費の義務的経費は１７

億１ ,３３０万３ ,０００円で、歳出総額に占める割合は２９ .９％です。これは、

前年度に比べ、２億１ ,５８９万７ ,０００円、１４ .４％の増となっております。

内訳としましては、前年度に対して人件費が１億３ ,８５３万４ ,０００円、扶

助費が１ ,４４１万７ ,０００円、公債費が６ ,２９４万６ ,０００円増加したこと

によるものです。投資的経費は５億４ ,１９２万５ ,０００円で、前年度に比

べ、２億８ ,６７５万円、３４ .６％減となっております。また、本町の財政指

標では、財政力指数は０ .４５７と前年度と比べ０ .００３ポイント上昇してお
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ります。  

 経常収支比率は９０ .６で、前年度に比べ６ .９ポイント低下したものの、経

常一般財源比率は９５ .７で前年度に比べ１ .７ポイント低下しており、依存硬

直化は進んでおります。  

 次に、税及び税外収入の徴収についてですが、令和２年度の税収入、税外収

入の滞納額は１億８ ,２６５万９ ,０００円で、前年度と比較して１ ,２９６

万１ ,０００円減少しております。そのうち、税収入における滞納は、５８６

万６ ,０００円、１０ .６％増加しておりますが、税外収入については、１ ,８８２

万７ ,０００円、１３ .４％減少しております。今後も、全庁的に滞納整理の強

化に取り組み、引き続き実効のある滞納整理に努めていただきたいと思います。

不納欠損処分につきましては、令和２年度に４１４万５ ,０００円が執行されて

おりました。事務処理は適正になされていますが、地方税法令等関係法令に基

づき処理する一方、義務を果たさない者への対応についても、町の強い姿勢を

示して、一層改善することを求めて報告しておきます。  

 ２８ページからの結びでは、先にも少し簡単に触れましたが、本年度の監査

は５つの項目、税、料及び貸付金の徴収状況と未納対応について、委託業務の

契約と内容及び費用対効果について、各種団体への補助金の検証について、時

間外勤務の状況について、公営住宅、改良住宅の管理修繕及び譲渡についての５

つの項目に重点を置いて記載しております。  

 時間の関係上、この場で特にお伝えしておきたい部分に絞って報告をいたし

ますので、詳細についてはご一読をお願いします。  

 まず、税、料につきましては、貸付金の徴収状況と未納対応についてですが、

町税の滞納額が共同徴収などに効果もあり、平成３０年度までは、減少傾向で

したが、コロナの影響も考えられますが、令和元年度、２年度と滞納額が拡大

の状況にありました。一方、国保税の滞納額は年々減少が続いており、徴収率

も前年度比１ .２ポイント上昇しています。税負担の公平性を確保する観点から

も、今後も徴収率の維持向上に努力していただきたい。また、貸付金の未納額

は、減少はしているものの、徴収率は年々下がっており、２年度は４ .６％に止

まっていることから、抜本的な改善策を推し進めるなどしてもらいたい。  

 次に、時間外勤務の状況につきましては、月８０時間を超える状況もあった

ことから、職員の健康面の観点からも、個への負担集中は回避するように取り

組むとともに、行政は町長をトップに、各職員に至るまでピラミッド型の組織

形成の中、業務が進められているということを強く意識して、日々の業務改善

に取り組まれたい。  
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 ほかの項目につきましては、結びの記載をご覧いただきたいと思います。今

回の決算を踏まえ、今後、一層、健全な財政運営を確立すべく、厳しい現状認

識に立つとともに、権利と義務が果たされる社会の秩序を維持するとともに、

一層、公平・公正な徴収を進めることを求めるところでございます。  

 また、予算計上した事業の内容や目的について、十分理解を深め、住民への

周知を図り、責任ある事業執行が行えるよう町長を先頭に、全職員が強い決意

のもと、一致協力し、積極的な取組へと結びつけ、町民の期待に応える行政サ

ービスが一層推進されることを強く求め、令和２年度会計決算における監査報

告といたします。  

 以上でございます。  

河合議長  ご苦労さまでした。これより審査意見について、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。  

鈴木議員  議長。  

河合議長  鈴木議員。  

鈴木議員  今、審査意見が報告されましたが、その６ページですが、歳出決算額が総予

算額に対して８９ .５％で、翌年度繰越しが３億６ ,６３０万２ ,０００円、前年

度不用額３億８ ,５３０万ということで、不用額が前年度より非常に増えている

という指摘がされています。不用額については、これまで何度か指摘をしてき

たところですが、各会計別の歳入歳出に関する事項は、次表のとおりであると

いうことで、７ページにその表がありますが、この表記で少し教えていただき

たいのは、執行率が、例えば、一般会計の執行率が８９ .５％ですから、不用額

の執行率が単純に言えば、１０ .５％になるんじゃないかと思うんですが、それ

で総計１００になりますから、これ４ .７％という表記になってます。  

 ほかの３つの特会を見ますと、これは全て総予算額に対する執行率と不用額

の執行率を合計しますと１００％になっています。この一般会計の執行率だけ

が総予算が８９ .５なんですが、不用額のところの率も４ .７％ということにな

っているんですが、この表記がどういうことなのか説明をお願いしたいと思い

ます。  

河合議長  山田総務課長。  

総務課長  鈴木議員の質疑にお答えさせていただきます。  

 ５ページの中に翌年度繰越額というのがございまして、この部分についてが

この執行率の中に表れておりません。６ページの（３）の予算の執行状況のと

ころで、６の一方、歳出決算額は、総予算額に対して８９ .５％で、翌年度繰越

しは３億６３０万２ ,０００円で、この８９ .５％に含まれている文書で見える
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ような翌年度繰越しが、この執行率の中に含まれていないということ

で１００％にちょっとならないということでございます。なので、来年からは、

ここの表記を予算に含まれていない翌年度繰越しという表記にするのか、特別

会計のこの執行状況の方で下の欄に繰越金は含まれていないとか、ちょっと分

かりやすく、ちょっと表記したいと思いますので、よろしくお願いします。  

河合議長  再質疑ありますか。  

鈴木議員  はい。  

河合議長  鈴木議員。  

鈴木議員  不用額の分はここに表れてないというので、トータル１００％にならないと

いう説明でしたですね。ところがね、言いたいのは、この６ページの表現方法

は、歳出決算額は総予算に対して８９ .５％で、「で」なんですよね。「で」翌年

度繰越しは３億となっとる。ここ、「で」なんですよ。つまり、この「で」は、

この８９ .５％の歳出決算額の中に含まれているという表現でしょう、これでは。

「で」ですから。ちょっと変な言い方ですが。「で」ですからね。今の説明やっ

たら、それは含まれていないという説明でしたよね。  

 だから、どうもそこが、だから、来年度から改善されるということですが、

でも、今年度のこの決算のこの数字で、この表記でこのままではどうだろうか

と。これ、あくまでもう一度言いますが、「で」ですからね。課長の説明、よく

分かりますが、でも、この表記だともう一度言いますが、この不用額、翌年度

繰越額も、この分は含まれた８９ .５という表記でしょう。  

 だったら、ここの表記は、今年度分はこの執行率が総予算のこの８９ .５なら

ば、不用の方は、これ１０ .５と訂正するべきじゃないですか。  

 それと、この際ですので、この際というか、審査意見書の中では、不用額が

非常に多いという、ずっと指摘をしてますので、５ページにその各科目別の不

用額がありますので、２の総務費から事務の教育費の不用額の中で、それぞれ

の不用額の中で、一番、詳細は委員会でまた質疑をさせていただきますけども、

それぞれの科目の不用額の中で、一番大きかった不用額について説明をお願い

いたします。  

河合議長  山田総務課長。  

総務課長  はい、議長。  

 ６ページのちょっと表記につきましては、検討しまして訂正させていただく

ようにさせていただきます。  

 次に、大きいところの不用額についてなんですけども、まず総務課からいき

ますと、決算書の３１ページの需要費、これは財産管理費で役場の庁舎の管理
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費でございますけれども。  

 はい、すみません。３１ページの財産管理費の中の需要費２２５万８ ,５８０

円、これは役場の電気代とかですので、ちょっと最終まで分かりませんので、

このような不用額となっております。  

 あと、ちょっと、３３ページの積立金、ごめんなさい、３４ページですね。

上の方の積立金なんですけども、２５積立金については、最終までふるさと納

税の分が、額が分かりませんでしたので、この２ ,４１２万６ ,０００円ほど不

用が出ているということでございます。  

 あと、消防費。  

 消防費の方でも、６４ページなんですけども、施設整備費、１５工事費で、

施設整備費で入札の残で、１６２万８ ,０００円が出ているのが主な原因となっ

ております。  

 以上です。  

河合議長  再々質疑ありますか。  

鈴木議員  いえ、だから、各担当から３から１０まで。  

河合議長  各担当が全部ですか。  

鈴木議員  いや、だから、この科目別でチェックなので。委員会でもいいです。  

河合議長  はい。ほかに質疑、ありませんか。  

 次に、各会計の歳入歳出決算認定について質疑を行います。質疑は挙手でお

願いします。質疑はありませんか。  

今村議員  忘れてた。  

河合議長  どこですか。  

今村議員  会計。一般会計じゃなくて、国民健康保険会計と介護保険会計、後期高齢者

でちょっと聞きたい。  

河合議長  はい、どうぞ。どっちですか。今村さん。  

高橋議員  どうぞ。  

河合議長  どうぞということは、高橋さんもあるということやな。  

今村議員  簡単やから。  

河合議長  はい、今村さん。  

今村議員   議第５３号令和２年度豊郷町国民健康保険事業特別会計ならびに議５３

号、５４号ですね。令和２年度豊郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算、そ

れと、議第５５号令和２年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計決算で、この３

会計は、医療保険会計なので、医療保険と介護保険ですが、それぞれに保険料

を徴収できなかった人たちに対して、資格証明書、１０割窓口負担の方たちが
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この３つの会計で令和２年度決算で何人いたのか。それぞれの会計で説明でき

ると思うので、資格証明書を発行した件数、説明してください。  

河合議長  西山医療保険課長。  

医療保険課長  それでは、今村議員のご質疑にお答えします。  

 議第５３号の決算認定ですけども、資格の人数ですけども、令和３年３月末

現在ですけれども、国民健康保険に関しては４人４世帯となっております。あ

と、介護保険と後期高齢者医療については０でございます。  

 以上です。  

河合議長  再質疑ありますか。  

今村議員  いえ、結構です。  

河合議長  ほかに質疑はありませんか。はい、高橋さん。  

高橋議員  それでは、議第５２号歳入歳出決算書につきまして、質疑をさせていただき

ます。  

 先ほど、審査意見書等のところでも話題になりましたけれども、ページとし

ましては、８ページから９ページなどになるんですけれども、いろいろな税金

の徴収具合、そして不納欠損せざるを得なかった理由、収入未済額を今後どう

するのかなどについて、議会に報告していただきたいと思います。 

 そして、今後、この２年度の取組の中で特に工夫したところとか、実績とし

て効果があったなどの皆さんの頑張り具合もお知らせ願いたいと思います。 

 それから、６１ページです。道路橋梁費につきまして、このような額を使っ

ての事業をなされたんですけれども、特に歌詰橋につきましては、入札調書に

よりますと落札したのは株式会社カンコーというところです。しかし、今、本

日の全協などでも説明がありましたけれども、滋賀県建築云々という事業所が

施工管理をしていたというのも分かったんですけれども、この事業について、

設計した人と管理者が違った背景などが分かっていましたら教えてください。 

 以上です。 

河合議長  山口税務課長。  

税務課長  はい。高橋議員のご質疑にお答えいたします。  

 幾つか言われたと思うんですけれども、２年度収入の状況、それから不納欠

損の状況、それから今後の収納状況に向けての取組、また効果という話やった

と思うんですけれども。 

 まず、収入状況ですけれども、各税でお話しさせていただいてよろしいです

かね。８ページですけれども、住民税は現年ですけれども、２.２％の収納率の

増ということで、法人につきましては、前年比１６.６％の減、これにつきまし
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ては、コロナに関係します徴収猶予の分で落ち込んでおります。それから、固

定資産税ですけれども、９８.８４で前年比０.５４％、これにつきましても、

徴収猶予が絡んでおります。次に、軽自動車税ですけれども、前年比０.２９％

の収納率の増でございます。たばこ税については、若干の落ち込みであります。 

 それから、不納欠損ですけれども、全体、全ての税ですけど、国保税を除く

全ての税で５６件させていただいてます。欠損事由につきましては、督促、催

告、それから臨戸を実施して、再三にわたる納税指導を行ったものであります

けれども、地方税法第１８条第１項に規定されている５年間の時効による徴収

権の消滅及び同法１５条の７第４項に規定される滞納処分の停止３年継続によ

る徴収権の消滅に該当するものを不納欠損したものでございます。 

 それから、滞納処分の取組ということですけれども、先ほど、監査委員さん

も話が出たんですけれども、２７年８月から開始しました税務事務の共同化に

よる取組を行いまして、コロナ禍においてですけども、少しずつの成果が出て

いるということで考えております。今後も納付できるように納付次第、滞納者

については毅然とした態度で差押処分、滞納処分を執行するなど、納期内納税

されている多くの皆さんとの公平性が保てるよう、より一層の滞納整理の取組

強化を行うものでございます。 

 以上です。 

河合議長  岡村地域整備課長。  

地域整備課長  高橋議員のご質疑にお答えをいたします。  

 言っていただいていますカンコーにつきましては、設計業務を委託しており

ます。こちらにつきましては、歌詰橋のどういうふうに工事をしていくかとい

うふうな設計をしていただいた業者でございます。滋賀県建設技術センターに

つきましては、積算施工管理の方をお願いしています。こちらにつきましては、

工事につきまして、適正に工事されているかというような管理をしていただい

ているのと、その設計に基づいて積算をしていただいている業者になります。 

 以上です。 

河合議長  再質疑ありますか。  

高橋議員  はい。  

河合議長  高橋さん。  

高橋議員  それでは、道路橋梁費につきまして、再質疑をさせていただきます。  

 ２つに分かれているというのは、今、説明を受けて分かったんですけれども、

この数字が出てますよね。それでは、この株式会社カンコーが請け負ったのは

どの部分で幾ら、そして、今、初めて聞いた名前ですのでちょっと言えません
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けど、滋賀県建設事業センターですか、そういうところは、この中で幾ら支払

うことになっていたのか、そして、実際、どうだったのかというのを教えてく

ださい。 

河合議長  岡村地域整備課長。  

地域整備課長  高橋議員の再質疑にお答えをいたします。  

 カンコーの当初の歌詰橋の設計につきましては、もうすでに済んでおります

し、令和２年度の決算に載っておりますのは、歌詰橋既設の耐震補強の修正設

計業務につきまして上がっております。こちらにつきましては、額は９７３

万５,０００円となっています。滋賀県建設技術センターにつきましては、繰越

しをしておりますので、２年度の決算書には上がっておりません。 

 以上です。 

河合議長  再々質疑ありますか。  

高橋議員  はい。  

河合議長  高橋さん。  

高橋議員  それでは、再々質疑をさせていただきます。  

 決算には上がってないんですけど、今、現在進行形でお仕事をしていただい

てますので、幾らでその技術センターは仕事をしてくださってるのか教えてく

ださい。 

河合議長  岡村地域整備課長。  

地域整備課長  高橋議員の再々質疑にお答えをいたします。  

 今現在、契約させていただいてますのは、契約額で２２０万円です。 

河合議長  ほかに質疑はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 会議規則第３９条の規定により、議第５２号令和２年度豊郷町一般会計歳入

歳出決算認定についてを予算決算常任委員会に、議第５３号令和２年度豊郷町

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、議第５４号令和２年度

豊郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、及び議第５５号令

和２年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定についてを文教

民生常任委員会に、議第５６号令和２年度豊郷町水道事業会計決算認定につい

て、及び議第５７号令和２年度豊郷町下水道事業会計決算認定についてを総務

産業建設常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。  
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河合議長  異議なしと認めます。よって、議第５２号を予算決算常任委員会に、議第５３

号、議第５４号及び議第５５号を文教民生常任委員会に、議第５６号及び議

第５７号を総務産業建設常任委員会に付託することに決しました。ご審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。  

 日程第２５、意見書第１号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財

源の充実を求める意見書案を議題といたします。  

 西澤博一議会運営委員長、提案理由の説明を求めます。  

西澤博一議会 

運営委員長  議長。  

河合議長  西澤議員。  

西澤博一議会 

運営委員長  意見書第１号豊郷町議会、議長、河合勇様、提出者、豊郷町議会運営委員会、

委員長、西澤博一。  

 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方財源の充実を求める意見書案。  

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１０９条第６項及び豊郷町議会会

議規則第１４条第３項の規定により提出します。  

 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書、

新型コロナウイルス感染拡大は、変異株の猛威も加わり、わが国の各方面に甚

大な経済的、社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。こ

の中で地方財政は、来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状

況に直面している。地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策は

もとより、地方創生、雇用対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の

実現とともに、財政需要の増高が見込まれる社会保障等への対応に追われてお

り、このためには、地方税財源の充実は不可欠である。  

 よって、国においては、令和４年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、

下記の事項を確実に実現されるよう強く要望する。  

 １、令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、経済財政運営と

改革の基本方針２０２１において、令和３年度地方財政計画の水準を下回らな

いよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い、社会

保障関係経費が増大する現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがな

されないよう十分な総額を確保すること。  

 ２、固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るが

す見直しは断じて行わないこと。また、生産性革命の実現や新型コロナウイル

ス感染症緊急経済対策として講じられた固定資産税等に係る特例措置は、本来
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国庫補助金等により対応すべきものであり、今回に限り、その措置として、期

限の到来をもって確実に終了すること。  

 ３、令和３年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準

額を令和２年度と同額とする負担調整措置については、令和３年度限りとする

こと。  

 ４、令和３年度税制改正により講じられた自動車税、軽自動車税の環境性能

割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長を断じて行わないこと。  

 ５、炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または

地方譲与税として、地方に税源の配分をすること。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 令和３年９月６日。  

 滋賀県犬上郡豊郷町議会、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大

臣、総務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、経済再生担当大臣。  

 以上です。  

河合議長  これより質疑を行います。質疑はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これをもって質疑を終結いたします。  

 これより討論を行います。討論はありませんか。  

議  員  なし。  

河合議長  ないようですから、これをもって討論を終結いたします。  

 これより、意見書第１号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財

源の充実を求める意見書案を採決いたします。賛成の諸君は起立を願います。  

議  員  （起立、全員）  

河合議長  全員起立であります。よって意見書第１号は原案どおり可決されました。  

 なお、意見書第１号は、豊郷町議会として関係機関へ送付いたします。  

 以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。本定例会会期中の日程

は、皆様に配付しました日程表により審議されるようよろしくお願いいたしま

す。  

 本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。  

（午後０時３７分 散会）  
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証する為、ここに署名する。  
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